
★３～４か月児健診では３か月に満たないお子様は、次回の健診となる場合があります。詳細は新生児訪問等にてお知らせします。

★相談は保健師・管理栄養士・歯科衛生士が担当します。

　乳幼児健康診査                   会場：保健福祉センター

対　象　児

３～４か月児健診 １歳６か月児健診 ３歳児健診

★事前に個別通知いたします。

★都合により上記の日程と変わることがありますのでご了承ください。

★１歳６か月および３歳児健診では、健診日に対象年齢（月齢）を迎えていないお子様は、次回の健診となります。

★診察は小児科医師および歯科医師（1歳6か月・3歳児）が行います。

★お問い合わせ先：健康推進担当

日　　程

　4 月 21日 (火）
Ｒ７年   　　　  １２月生
Ｒ８年 　　　　　 １ 月生

Ｒ６年　　　 ９ ・１０月生 Ｒ５年　　　 ３ ・ ４ 月生

　6 月 23日 (火） Ｒ８年 　　   ２ ・ ３ 月生 Ｒ６年　　　１１・１２月生 Ｒ５年　　　 ５ ・ ６ 月生

　8 月 25日 (火） Ｒ８年　　　  ４ ・ ５ 月生 Ｒ７年　　　　１ ・ ２ 月生 Ｒ５年　　　 ７ ・ ８ 月生

 10 月 27日 (火） Ｒ８年 　  　 ６ ・ ７ 月生 Ｒ７年　　　　３ ・ ４ 月生 Ｒ５年　　   ９ ・１０月生

 12 月 22日 (火） Ｒ８年　　　　８ ・ ９ 月生 Ｒ７年　　　　５ ・ ６ 月生 Ｒ５年　  　１１・１２月生

　2 月 16日 (火） Ｒ８年       １０・１１月生 Ｒ７年　　　　７ ・ ８ 月生 Ｒ６年　　　 １ ・ ２ 月生


